
事 務 連 絡 
令和６年１月９日 

 
各都道府県市区町村担当課 御中 
 
                     総務省自治税務局市町村税課 
 
 

令和６年能登半島地震による被災者に対する 
森林環境税の免除について 

 
 
令和６年能登半島地震による被災者に対する国税である森林環境税の免除に

ついては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成31年法律第３号）

第 11 条第１号の規定、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令（令

和４年政令第 300 号）第４条及び第５条の規定並びに「森林環境税の賦課徴収

における市町村の事務に係る処理基準について」（令和４年９月９日付け総税市

第 76 号総務省自治税務局長通知）（別添１）に基づき、「森林環境税の非課税及

び免除に係る留意事項について」（令和４年９月９日付け総税市第 77 号総務省

自治税務局市町村税課長通知）（別添２）に留意の上、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務として適切に運

用されるよう、貴都道府県内の市区町村に対して周知をお願いします。 

 

 

 

（連絡先） 
住民税第三係 

電話：03-5253-5669（直通）  
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